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愛媛県松山市道後湯之町 4番 12号
ロイヤル道後 503号

西山紀男 様/西山美年子 様

ご通知

冠省

辻恭子および辻俊雄両氏の代理人 として、 ご連絡申し上げます。

2021年 9月 24日 付書面、及び2021年 9月 30日付の 2通の書面、計 3通を受

領しましたがいずれの書面も辻竜也氏宛てに同送されているようです。竜也氏

に対する書面の送付、特に統合失調症などの機微に触れる情報を含む書面の送

付は恭子氏のプライバシー及び名誉を侵害するおそれのある行為であり行わな

いよう貴殿らに対し要請済みでした。要請を無視して繰 り返しそのような内容

を含む書面を竜也氏に送られていることに対して改めて本書面をもって強く抗

議致します。

今後 こうした行為を行わないようお願い申し上げます。

草 々

2021年 10月 12日

〒 852-8008

長崎市曙町 33番 24号 プランタン曙 201

長崎国際法律事務所

電話 050-6871-6596

FAX0 9 5-804-5397

辻恭子・辻俊雄代理人 弁護士 谷 直樹


